
 

 

 

～～～～～社会福祉法人やまねっと 平成２６年度事業計画～～～～～ 
 

障害者自自立支援法が障害者総合支援法に変わり、平成２５年４月に施行されましたが、障害

程度区分から障害支援区分への見直しやケアホームのグループホームへの一元化、重度訪問介護

の対象の見直し等は平成２６年４月に施行されることとなり、本年度はそれらが施行されます。

障がいのある人たちが長く地域で暮らせるようにと「やまねっとホーム林間」を開所し１年を迎

えました。利用する方たちの暮らしの場としてようやく落ち着いてきました。しかし、ケアホー

ムのグループホームへの一元化により報酬単価や勤務体制が大きく変わり運営にも影響を与え

そうです。 

昨年、社会福祉法人として新たなスタートを切り、県の実地指導、市の法人監査を受けました。

社会福祉法人としての責任を自覚し、障害を持つ人たちの権利擁護に努めたいと思います。今年

は、障がいのある人たちを支援するための技術の向上や環境の整備に努め、よりよい支援ができ

るよう支援力を高めます。支援する対象の方たちの障がいの理解、学習。合理的配慮等の環境の

整備。支援するスタッフの一人一人の支援力のアップもそうですが、地域への発信等も必要にな

ります。地区社会福祉協議会や自治会等と連携し、より地域の皆さんに障がいを理解していただ

けるよう努力してゆきます。事業所の中だけではなく広く地域の皆さんからのご支援をいただけ

るようにします。 

障害福祉サービスを利用するのに必要な「サービス等利用計画」の作成は、暫定的に行われて

いましたが、平成２７年３月を目途に障害福祉サービス利用者全員の「サービス等利用計画」を

作成しなければなりませんが、なかなか進んでいないのが現状です。そのため、指定特定相談支

援事業「やまねっと計画相談支援室」を開設し、「サービス等利用計画」の作成を行います。 

制度や法律が大きく変わる中で、小規模の事業所８か所を運営している当法人は、小規模のメ

リット、デメリットを実感し、運営の難しさを感じています。法人の将来像を描きつつ第２期中

期計画の策定を進めます。障がいのある人たちが安心して楽しく暮らせるということを基本に計

画を作ってゆきたいと思います。また、社会福祉法人として人権擁護と法令遵守を基調とする事

業所運営をいたします。 

 

～～～～～今年度は下記の項目に重点を置き活動します。～～～～～ 
 

(１) 総合的な支援力の強化 

より一層、良質かつ適切な福祉サービスの提供を図るため、職員のスキルアップ、 

施設整備等総合的な支援力の強化を行います。 

・利用者像の的確な把握（アセスメント・個別支援計画）に努めます。 

・リスクマネジメントの体制づくりを図ります。 

・サービスの標準化(支援方針の共有) 

・人権研修の充実 

 

(２) 経営体制の整備 

 職務権限、決裁等、組織としての意思決定のシステムを構築します。 
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※　単位：円

収入の部
就労支援事業 9,496,000
自立支援給付費 226,541,000
補足給付費 1,200,000
特定費用（利用者負担） 7,650,000
補助金等 3,756,000
寄附金 20,000
積立金取崩収入 0
その他 555,000

収入合計 249,218,000

支出の部
就労支援事業 9,496,000
人件費 196,188,000
事業費 21,636,000
事務費 19,485,300
その他 642000
繰越収支差額 1,770,700

支出合計 249,218,000

平成２６年度　社会福祉法人　やまねっと
～～～～～予算の概要についてお知らせします（事業活動による収支）～～～～～

平成２６年４月１日より平成２７年３月３１日まで

就労支援事

業 
4% 

自立支援給

付費 
91% 

補足給付費 
0% 

特定費用

（利用者負

担） 
3% 

補助金等 
2% 

寄附金 
0% 

積立金取崩

収入 
0% 

その他 
0% 

２６年度 収入 

就労支援事

業 
4% 

人件費 
79% 

事業費 
8% 

事務費 
8% 

その他 
0% 

繰越収支差

額 
1% 

２６年度 支出 

  

   (３)第２期中期計画（平成２７年４月～平成３０年３月）の策定 

           NPOからの第１期中期計画に代わり、平成２７年４月からの３年にわたる 

        第２期中期計画を策定します。 

        ・事業環境の現状及び将来を適切に分析診断し、取り組むべき課題の明確化 

        ・利用者、ご家族の要望、意見の抽出～アンケート調査の実施 

  

   (４)新たな生活施設の整備準備 

        ・グループホーム整備に向けた準備をします。 

右のイラストはみつば作業所の 

利用者の方が描いてくれました。 

ありがとうございました！ 





 

～～～～～使ってみよう！制度の話③～～～～～ 

計画相談 
 

 平成２４年４月の障害者自立支援法・児童福祉法の一部改正により、障害福祉サービス・障害

児通所支援を利用する方は、サービス等利用計画（又は障害児支援利用計画）を作成することが

必須となりました。（以下成人に限ったお話になります）サービス等利用計画はサービス利用者

を支援するための中心的な総合計画です。計画には、本人の解決すべき課題、その支援方針、利

用するサービスなどが記載されます。利用するサービスについても、福祉、保健、医療、教育、

就労などの幅広い支援から、本人にとって適切なサービスの組み合わせを記載します。 

 計画を作る人は、市が指定する「指定特定相談支援事業者」が作成します。また、事業者に代

わり、本人や家族、支援者等が計画（セルフケアプラン）を作成することも可能です。 

 サービス等利用計画を活用する利点としては、 

① 相談支援事業者から、適切なサービスの組み合わせの提案を受けることができる。 

② 一つの計画を基に関係者が情報を共有し、一体的な支援を受けることができる。 

③ 本人のニーズに基づく計画を作成することで、本人中心の支援を受けることができる。 

などがあげられます。 

 混同しやすいのは、個別支援計画とサービス等利用計画です。個別支援計画とはサービス提供

事業者（就労継続支援 B とか生活介護等）が作成する計画です。サービス等利用計画は、「指定

特定相談支援事業者」が作成する計画です。個別支援計画は、サービス提供事業所の中での取り

組みを中心にまとめたもので、本人のサービス等利用計画の方針を踏まえた計画となります。 

 平成２７年３月までには、原則としてすべてのサービス利用者に、サービス等利用計画の作成

が必要となります。まだ作成されていない方も、連絡が来ますので作成をお願いします。 
 

 

～～～～～やまねっと計画相談支援室が開設しました～～～～～ 
  

社会福祉法人やまねっとでは、４月より「やまねっと計画相談支援室」

を泉の森作業所内に開設し、サービス等利用計画の作成をすることにな

りました。相談支援専門員が計画の作成、またサービス利用後の一定期

間ごとのモニタリング（計画の見直し）を行います。よろしくお願いい

たします。 

                                               相談支援専門員 星
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～～やまねっとのホームページが新しくなりました。～～ 
 

さまざまな情報が載っていますので是非覗いてみて下さい。 
 

http://yamanet.jp 

 

 

～季節のコラム～ 

梅雨と梅 

梅雨の雨で梅の実は膨らんでいく。梅雨にはいくつかの語源がありますが、「梅の実が熟す

時期」というのが語源としては有名です。 

梅の旬は６月～７月店頭に出回る時期は短く未熟なうちの青梅は梅酒に使われ、完熟梅は 

梅干しに使用されます。梅干しには食中毒予防や疲労回復等効能は沢山ありますが、体にエネ

ルギーを与え、健康にしてくれるもの。梅雨の時期、気分も沈みがちになり、食欲もないそん

な時、梅干しパワーで乗り切りたいですね。 

 

http://yamanet.jp/

